
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
雇
用
保
険
法
の
臨
時
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
雇
用
保
険
法
の
臨
時
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
（
令
和
二
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
休
業
支
援

金
）

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
休
業
支
援

金
）

第
三
条

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
休
業

支
援
金
（
法
第
四
条
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
対
応
休
業
支
援
金
を
い
う
。
以
下

同
じ
。）は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年

二
月
二
十
八
日
ま
で
の
間
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
等
の
影
響
（
法
第
三
条
第
一
項
第
三
号

に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の

影
響
を
い
う
。）に
よ
り
事
業
主
が
休
業
さ
せ
、
そ

の
休
業
さ
せ
ら
れ
て
い
る
期
間
の
全
部
又
は
一
部

に
つ
い
て
賃
金
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
雇
用
保
険
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
中
小
事
業
主
（
そ
の
資
本

金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
三
億
円
（
小
売
業
又

は
サ
ー
ビ
ス
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る
事
業
主
に

つ
い
て
は
五
千
万
円
、
卸
売
業
を
主
た
る
事
業
と

す
る
事
業
主
に
つ
い
て
は
一
億
円
）
を
超
え
な
い

事
業
主
及
び
そ
の
常
時
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
が

三
百
人
（
小
売
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る
事
業
主

に
つ
い
て
は
五
十
人
、
卸
売
業
又
は
サ
ー
ビ
ス
業

を
主
た
る
事
業
と
す
る
事
業
主
に
つ
い
て
は
百

人
）
を
超
え
な
い
事
業
主
を
い
う
。）に
雇
用
さ
れ

る
も
の
に
対
し
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
休
業

支
援
金
（
法
第
四
条
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
対
応
休
業
支
援
金
を
い
う
。
以
下

同
じ
。）は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
十
二

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
等
の
影
響
（
法
第
三
条
第
一
項
第
三
号
に

規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影

響
を
い
う
。）に
よ
り
事
業
主
が
休
業
さ
せ
、
そ
の

休
業
さ
せ
ら
れ
て
い
る
期
間
の
全
部
又
は
一
部
に

つ
い
て
賃
金
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
雇
用
保
険
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
中
小
事
業
主
（
そ
の
資
本

金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
三
億
円
（
小
売
業
又

は
サ
ー
ビ
ス
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る
事
業
主
に

つ
い
て
は
五
千
万
円
、
卸
売
業
を
主
た
る
事
業
と

す
る
事
業
主
に
つ
い
て
は
一
億
円
）
を
超
え
な
い

事
業
主
及
び
そ
の
常
時
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
が

三
百
人
（
小
売
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る
事
業
主

に
つ
い
て
は
五
十
人
、
卸
売
業
又
は
サ
ー
ビ
ス
業

を
主
た
る
事
業
と
す
る
事
業
主
に
つ
い
て
は
百

人
）
を
超
え
な
い
事
業
主
を
い
う
。）に
雇
用
さ
れ

る
も
の
に
対
し
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

２
〜
10

（
略
）

２
〜
10

（
略
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 月曜日 (号外特第号)官 報

〇
厚
生
労
働
省
令
第
二
百
十
五
号

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
雇
用
保
険
法
の
臨
時
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和

二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の

雇
用
保
険
法
の
臨
時
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
八
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久




